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銀行の貸借対照表（バランス・シート） 

 現金・預け金  預金 

 有価証券   

  （株式）   

  （国債・社債）   

    

 貸出金   

 （大企業向け）   

 （中小企業向け）   

   その他の負債 

    （社債） 

    （劣後債・劣後ローン等） 

 のれん  優先株式等 

 繰延税金資産  普通株式・内部留保等 
 
 

 その他の資産 

  

エクスポージャー額×リスク・ウェイト（国債：0％、中小企業向け：75％など、リスクに応じた割合） 

負債の部 資産の部 

純資産の部 

これらのうち、所要の要件を 
満たすものを自己資本に算入 

のれん等、繰延税金資産等 

１ 

１．銀行の自己資本比率規制とは 



２．銀行法等における届出事項（改正前・改正後） 

種類 行為（※１） 改正前の届出事項 改正後 

株式 

+ 
新株の発行 ○（銀行法53条１項４号） ○ 

自己株式の処分 － ○（規35条１項24号の４）【追加】 

- 

取得条項付株式の取得（任意） － ○（規35条１項24号の２）【追加】 

全部取得条項付株式の取得 
（任意） 

－ ○（規35条１項24号の３）【追加】 

自己株式の取得 ○（規35条１項24号） ○ 

新株予約権 
（付社債） 

+ 新株予約権（付社債）の発行 ○（規35条１項２号） ○ 

- 
新株予約権付社債 
の期限前償還 

－ ○（規35条１項２号の２）【追加】 

劣後債 
・劣後ローン 

+ 劣後債・劣後ローンの発行・調達 ○（規35条１項22号） ○ 

- 
劣後債・劣後ローン 
の期限前償還・期限前弁済 

○（規35条１項23号） ○ 

SPC発行 
証券 

+ SPCによる証券発行 － ○（規35条１項30号）【追加】 

- 
SPCによる証券 
の期限前償還・期限前弁済 

－ ○（規35条１項31号）【追加】 

※１ 自己資本比率に影響を与える行為（＋：自己資本比率の上昇、－：自己資本比率の低下） 
※２ 上記表中、「規」は「銀行法施行規則」を表す。 ２ 



３．特別目的子会社（SPC）を通じた資本調達の枠組み（例） 

投資家 

SPC 
（銀行の子会社） 

（優先出資証券等 
を発行） 

①資金調達 

３ 
※ 当該スキームを用いて発行した資本調達手段は、国際基準行の連結自己資本比率に算入可能。 

銀行 

国内       海外 

②調達資金の回金
（劣後ローン等） 

銀行の連結範囲 
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